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第第第第３３３３章章章章    福岡地域公害防止対策事業計画福岡地域公害防止対策事業計画福岡地域公害防止対策事業計画福岡地域公害防止対策事業計画    
    
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和４６年法律

第７０号。以下「公害財特法」という。）第２条の２第１項に基づき、福岡地域公害防止

計画において、地方公共団体が福岡市において実施する同項に規定する事業に関する福

岡地域公害防止対策事業計画を以下のとおり定める。 

なお、以下に定める事業は、福岡地域公害防止計画における主要課題に係る環境基準

の達成に資するものとして位置づけるものである。 

 

第第第第１１１１節節節節    下水道下水道下水道下水道のののの設置又設置又設置又設置又はははは改築改築改築改築のののの事業事業事業事業    
    
１１１１    福岡市福岡市福岡市福岡市公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道におにおにおにおけるけるけるける終末処理場終末処理場終末処理場終末処理場のののの設置及設置及設置及設置及びびびび改築改築改築改築    

    

（（（（１１１１））））公害財特法公害財特法公害財特法公害財特法におけるにおけるにおけるにおける根拠条項等根拠条項等根拠条項等根拠条項等    

公害財特法第２条第３項第１号ハ 

 

（（（（２２２２））））実施主体実施主体実施主体実施主体    

福岡市 

 

（（（（３３３３））））実施場所実施場所実施場所実施場所    

福岡市（西戸崎水処理センター、和白水処理センター、東部水処理センター、中部水

処理センター、西部水処理センター及び新西部水処理センター） 

 

（（（（４４４４））））実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成２３年度から平成３２年度まで 

 

（（（（５５５５））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題    

博多湾海域の水質汚濁対策 

 

（（（（６６６６））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題とのとのとのとの関係関係関係関係    

博多湾の汚濁負荷量の削減のため、福岡県汚水処理構想に適合する終末処理場の設置

及び改築を行うことにより、博多湾の水質汚濁に係るＣＯＤの環境基準の達成に資する。 
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２２２２    福岡市福岡市福岡市福岡市公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道のののの設置及設置及設置及設置及びびびび改築改築改築改築（（（（１１１１にににに該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを除除除除くくくく。）。）。）。）    

    

（（（（１１１１））））公害財特法公害財特法公害財特法公害財特法におけるにおけるにおけるにおける根拠条項等根拠条項等根拠条項等根拠条項等    

・公害財特法第２条の２第１項 

・下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第３号に規定する公共下水道の設置及

び改築の事業 

 

（（（（２２２２））））実施主体実施主体実施主体実施主体    

福岡市 

 

（（（（３３３３））））実施場所実施場所実施場所実施場所    

福岡市 

 

（（（（４４４４））））実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成２３年度から平成３２年度まで 

 

（（（（５５５５））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題    

博多湾海域の水質汚濁対策 

 

（（（（６６６６））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題とのとのとのとの関係関係関係関係    

博多湾の汚濁負荷量の削減のため、福岡県汚水処理構想に適合する福岡市の管渠等の

設置及び改築を行うことにより、博多湾の水質汚濁に係るＣＯＤの環境基準の達成に資

する。 
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３３３３    御笠川那珂川流域下水道御笠川那珂川流域下水道御笠川那珂川流域下水道御笠川那珂川流域下水道におけるにおけるにおけるにおける終末処理場終末処理場終末処理場終末処理場のののの改築改築改築改築    

    

（（（（１１１１））））公害財特法公害財特法公害財特法公害財特法におけるにおけるにおけるにおける根拠条項等根拠条項等根拠条項等根拠条項等    

公害財特法第２条第３項第１号ハ 

 

（（（（２２２２））））実施主体実施主体実施主体実施主体    

福岡県 

 

（（（（３３３３））））実施場所実施場所実施場所実施場所    

福岡市（御笠川浄化センター） 

 

（（（（４４４４））））実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成２３年度から平成３２年度まで 

 

（（（（５５５５））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題    

博多湾海域の水質汚濁対策 

 

（（（（６６６６））））該当該当該当該当するするするする主要主要主要主要課題課題課題課題とのとのとのとの関係関係関係関係    

博多湾の汚濁負荷量の削減のため、福岡県汚水処理構想に適合する終末処理場の改築

を行うことにより、博多湾の水質汚濁に係るＣＯＤの環境基準の達成に資する。 
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４４４４    御笠川那珂川流域下水道御笠川那珂川流域下水道御笠川那珂川流域下水道御笠川那珂川流域下水道のののの設置及設置及設置及設置及びびびび改築改築改築改築（（（（３３３３にににに該当該当該当該当するものをするものをするものをするものを除除除除くくくく。）。）。）。）    

    

（（（（１１１１））））公害財特法公害財特法公害財特法公害財特法におけるにおけるにおけるにおける根拠条項等根拠条項等根拠条項等根拠条項等    

・公害財特法第２条の２第１項 

・下水道法第２条第４号に規定する流域下水道（同号イに該当するものに限る。）の設

置及び改築の事業 

 

（（（（２２２２））））実施主体実施主体実施主体実施主体    

福岡県 

 

（（（（３３３３））））実施場所実施場所実施場所実施場所    

福岡市 

 

（（（（４４４４））））実施期間実施期間実施期間実施期間    

平成２３年度から平成３２年度まで 

 

（（（（５５５５））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題    

博多湾海域の水質汚濁対策 

 

（（（（６６６６））））該当該当該当該当するするするする主要課題主要課題主要課題主要課題とのとのとのとの関係関係関係関係    

博多湾の汚濁負荷量の削減のため、福岡県汚水処理構想に適合する管渠等の設置及び

改築を行うことにより、博多湾の水質汚濁に係るＣＯＤの環境基準の達成に資する。 


